
第２期洲本市子ども・子育て支援事業計画の中間年の見直しについて 

 

１．洲本市子ども・子育て支援事業計画について 

子ども・子育て支援法第 61 条に基づく計画であり、様々な分野の取組を総合的・ 

一体的に進めるため、次代を担う子どもを生み育てる家庭を地域全体で支援し、子ど

もが心身ともに健やかに育つためのまちづくりの計画です。 

計画の対象は、生まれる前から乳幼児期を経て、青少年期に至るまでの、おおむね 

18 歳までの子どもとその家庭としています。 

計画期間は、現在は第二期目で、令和２年度から令和６年度の５年間ですが、子ども・

子育てを取り巻く社会状況の変化などにより、必要に応じて計画期間中に見直しを行

います。 

 

○洲本市子ども・子育て支援事業計画期間 

  ・第１期 平成 27 年度から令和元年度 

  ・第２期 令和 ２年度から令和６年度 

 

２．中間年の見直しについて 

 令和４年度が計画期間の中間年になることから、令和３年度の実績値に基づき、見直

しが必要な場合は、適切な見直し作業を進めます。 

 次回以降の子ども・子育て会議において、見直しの必要の有無や見直しが必要な場合

は、見直し内容について協議していただく予定です。 

 

(１)見直し内容及び考え方 

①教育・保育の量の見込み及び提供体制の確保 

幼稚園、保育所及び認定こども園において、量の見込みに応じた確保方策の定員

数を確保できるよう施設整備等に取り組んでいますが、令和３年度の実績値につ

いて、教育・保育給付認定区分ごとに、計画における「量の見込み」（必要利用

定員総数）と比較し、10％以上の乖離がある場合は、原則として見直しが必要と

判断し、要因分析を踏まえて、「量の見込み」の見直し及び提供体制の確保の内

容の変更を行う。 

 

②地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び提供体制の確保 

 上記①の見直しに併せて、必要に応じて、延長保育事業や放課後児童クラブなど

の地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」の見直し及び提供体制の確保の

内容の変更を行う。 

 

(２)見直しスケジュール 

 ・第２回子ども・子育て会議：見直し案の協議 

・第３回子ども・子育て会議：見直し案の最終確認 

  

資料 ① 



【第２期 洲本市子ども・子育て支援事業計画（概要版）抜粋】 

◆教育・保育の量の見込みと確保の内容 

市では、幼稚園、保育所、認定こども園などの利用にあたり、子どもの年齢や保育

の必要性に応じて利用のための認定を行います。計画期間における「幼児期の学校

教育・保育の量の見込み」は、平成27年度からの実績をもとに、計画策定に係るニ

ーズ調査（平成30年11月実施）の結果も活用し定めます。 

【提供体制・確保方策の考え方】 

幼児期の学校教育・保育施設としては、幼稚園と保育所、認定こども園において、

量の見込みに応じた確保方策の定員数を確保できるよう、施設整備等に取り組んで

いきます。また、地域型保育事業（小規模保育事業等）については、引き続き保護

者のニーズを把握しながら、必要性について検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆地域子ども・子育て支援事業 

地域子ども・子育て支援事業とは、すべての子育て家庭を支援するため、自治体が

地域の実情に応じて実施する事業です。 

 

 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

１号認定・２号認定（幼稚園等希望） 202 197 185 176 168

２号認定（認定こども園及び保育所 ） 642 626 585 558 533

３号認定（１・２歳児） 254 238 246 237 228

３号認定（０歳児） 42 40 39 37 36

事業名
見込み

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

67 65 65 63 62

406 401 398 405 407

3 3 3 3 3

4,217 4,043 3,860 3,840 3,698

12,377 12,114 11,375 11,280 11,026

521 495 472 445 420

403 397 393 390 386

135 130 126 121 116

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

253 244 235 225 218

2 2 2 2 2

268 258 243 230 221

①幼稚園の預かり保育

（９）乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問事業）（人）

（10）養育支援訪問事業（人）

（11）妊婦健康診査事業（人）

見込み

（１）延長保育事業（時間外保育事業）（人）

（２）放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業）（人）

（３）子育て短期支援事業（ショートステイ）（人日）

（４）地域子育て支援拠点事業（人日）

事業名

②幼稚園等以外における
　一時預かり

（６）病児・病後児保育事業（人日）

（７）ファミリー・サポート・センター事業（人日）

（８）利用者支援事業（箇所）
基本型・特定型

母子保健型

（５）一時預かり事業（人日）


